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１．概要  

大学共同利用機関としての国立民族学博物館（民博）の使命は、文化人類学・民族学及

びその関連分野の調査研究を行うとともに、世界の諸民族に関する資料の収集、保管と公

開である。そして、長期的目標は、当該分野の世界的な研究拠点、研究資料等の集積セン

ターとして共同利用・共同研究の国際展開、ならびに博物館機能を活かした社会貢献の促

進にある。 

 第二期中期目標期間においては、機関研究・共同研究・文化資源プロジェクトなど多様

な研究を展開している。機関研究を国際共同研究と位置づけ、国内外の大学・研究機関、

および研究者との連携に基づく研究を行い、人類が直面する課題の解明と解決を志向する

新領域の開拓をめざしている。また、公募制・異分野融合の共同研究や若手研究者奨励セ

ミナーを実施するとともに、日本文化人類学会等との学術協定に基づいて学術資料・情報

の利用、特別展示や公開シンポジウムなど種々の事業を行っている。さらに、運営会議、

共同利用委員会、外部評価委員会、各種審議委員会等を通して研究者コミュニティや有識

者からの意見を取り入れ、本館の研究調査の発展と健全な運営に努めている。 

海外 19 大学・博物館、国内 4 大学との学術協定に基づき、機関間の共同研究会、研究集

会や連携展示等の活動を実施している。現段階では、それらの研究成果の公開は十分では

ないが、今後は外国語による成果刊行を積極的に行い、文化人類学・民族学研究の国際水

準化、および研究情報の収集・発信の内外の拠点としての本館の使命を遂行する。 

一方、博物館機能をもつ研究所の利点を最大限に生かし、最新の研究成果を展示だけで

なく公開講演会や研究公演などを通して社会へと還元している。展示に関しては現地研究

者との協働によるフォーラム型展示のコンセプトに基づき、すべての常設展示場の新構築

を第二期中期目標期間（平成 27 年度）中に終了する。同時に、本館所蔵の 34 万点の標本

資料は、現地社会、国内外の博物館・大学等と連携して「人類の文化資源に関するフォー

ラム型情報ミュージアムの構築」のプロジェクトを推進し、資料の共同利用とその情報の

国際的発信を実現する。 

本館は標本資料の保存、修復等に関する知識と技術に関しては国際的評価を受けており、

国内外の博物館・資料館の標本資料の維持・管理、災害資料の修復・保存、及び博物館ス

タッフの研修などに貢献している。一方で、本館は膨大な標本資料の収集保管にともない、

収蔵施設の狭隘化の問題を抱えてきたが、効率的な保存技術と体系的な収蔵方法による空

間の確保、及び多機能資料保管庫の設置によってその問題の解消に努力している。 

20 世紀末からの急激なグローバル化により、民族や文化は固定的、個性的なものとは考

えられなくなり、現に多くの文化は変容しハイブリッド化の度合いを速めている。このよ

うな状況で、本館に求められているのは、文化人類学・民族学とその関連分野における共

同研究と機関間研究の展開であり、その成果の積極的な社会還元である。「多文化」化がす

すむ我が国において、文化人類学と民族学の「智の世界」を実践的に活用することは、大

きな意義があり、本館の役割はますます重要になっている。 
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２．研究活動 

１）機関研究 

本館では、現代世界が直面する学術的かつ社会的に重要な諸課題について探求するため、

本館の組織をあげて重点的に取り組む大型で公開性の高い共同研究として、平成 16年度か

ら機関研究を実施している。機関研究は、国内外の大学や研究機関との連携や学術協定に

基づき研究者が参加する国際共同研究である。その研究プロジェクトの内容は、申請時に

大学・研究機関等の外部評価者の意見を反映させるなど、大学共同利用機関として研究者

コミュニティの意見が充分に反映されるような体制がとられている。また、機関研究は、

プロジェクトに参加する海外の研究者を国際共同研究員に任じており、本館と海外の研究

者との連携を強化する機能も担っている。 

 平成 21年度より、学術的かつ社会的な要請に基づいて、「包摂と自律の人間学」と「マ

テリアリティの人間学」という２つの研究領域をたちあげた。前者は人と人の関係に、後

者は人とモノの関係に研究の焦点をあわせつつ、新たな社会観や人間観の創出をめざして

関連諸分野の研究者と協力しながら研究を実施している。平成 26年度は、研究領域「包摂

と自律の人間学」では、研究プロジェクト「中国における家族・民族・国家のディスコー

ス」（代表者：韓敏）、一方、研究領域「マテリアリティの人間学」では、研究プロジェ

クト「民族学資料の収集・保存・情報化に関する実践的研究―ロシア民族学博物館との国

際共同研究」（代表者：佐々木史郎）、「文化遺産の人類学―グローバル・システムにおける

コミュニティとマテリアリティ」（代表者：飯田卓）及び「手話言語と音声言語の比較に基

づく新しい言語観の創生」（代表者：菊澤律子）の合計４件の国際共同研究を行っている。 

「包摂と自律の人間学」では、平成 26年 11月に国際シンポジウム「中国文化の持続と

変化――グローバル化の中の家族・民族・国家」を本館で開催した。 

「マテリアリティの人間学」では、平成 26年 5月に「遺産は人びとを橋渡す―戦争と災

害からの回復にむけて」（於：幕張メッセ）、6月に公開研究会「文化遺産管理における住

民参加」（於：大阪国際交流センター）、公開フォーラム「和食は誰のものか？」（本館

開催）および国際ワークショップ「民族学博物館の展示基本構想」（於：サンクトペテル

ブルク市のロシア民族学博物館、人類学民族学博物館、エルミタージュ美術館）、10月に

国際シンポジウム「言語の記述・記録・保存と通モード言語類型論」（本館開催）、11月

に公開フォーラム「文化遺産の人類学」（本館開催）、平成 27年 1月に国際フォーラム「中

国地域の文化遺産――人類学の視点から」（本館開催）、2月に国際フォーラム「紛争地の

文化遺産と博物館」（本館開催）、3月に国際ワークショップ「民族学資料の展示への利用

とソースコミュニティとの協力関係」（本館とアイヌ民族博物館開催）など９件の研究集

会を開催した。 

以上のように、各プロジェクトは、個別テーマに沿って積極的に活動を続け、それぞれ

着実に成果をあげているが、新たな社会観や人間観の創出という大目的の達成度に関する

議論が十分ではなかったため、機関研究全体としての成果が見えにくいという問題点が残

った。本館全体の研究体制構想の中で、機関研究の位置づけに関する議論を進めるととも
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に、プロジェクト間の交流を促進し、領域内のプロジェクトの協働や融合を模索するシス

テムの整備が必要である。また、機関研究は館をあげて行うフラッグシップ的存在である

と規定されているが、その認識が教員全員に十分に共有されているとは言い難い。この状

況を改善するために、毎年春に開催している、前年度終了プロジェクトの成果報告会の実

施時期・形態などについて工夫を加えるなど、プロジェクトに直接関わらない教員との関

係を再考する必要がある。機関研究の個別プロジェクトに対する外部評価の必要性が指摘

され、評価の目的、方針、時期などを議論したうえで、「機関研究プロジェクト評価要項」

を平成 25 年度に策定した。この要項に基づき平成 26 年度から評価委員会を立ち上げ、前

年度末に終了した２件のプロジェクトについて、個別評価及び全体評価を受けた。 

 

２）フォーラム型情報ミュージアムの構築 

「人類の文化資源に関するフォーラム型情報ミュージアムの構築」プロジェクトの基盤

構築として、フォーラム型情報ミュージアム委員会のもとにシステム開発 WGを置き、資料

データ整備やデータベース間の連結、公開方法等について検討を進めるとともに、ウェブ

サイト公開のため、既存紙ベース『月刊みんぱく』378冊について、誌面のデジタルデータ

化を実施した。 

また、「北米先住民製民族誌資料の文化人類学的ドキュメンテーションと共有」、「「朝鮮

半島の文化」に関するフォーラム型情報ミュージアムの基盤構築」、「徳之島の民俗芸能に

関するフォーラム型情報ミュージアムの構築」及び「民博所蔵『ジョージ・ブラウン・コ

レクション』の総合的データベースの構築」の４つの研究プロジェクトを開始し、ソース

コミュニティとの共同作業、北アリゾナ博物館との国際学術協定に基づく国際共同研究等

を通じて、情報の高度化、多言語化を進めた。 

 

３）共同研究 

共同研究は、大学共同利用機関の主要な研究事業である。特に人文・社会科学において

は、特定のテーマのもとでさまざまな分野間の研究者が交流し高度な議論を行い、互いの

学問分野の境界を広げる（領域を拡張する）ことによって新しい研究成果を生みだすこと

が責務である。 

本館では、研究班を広く公募し、書類審査及び公開審査を行い、館外委員３名を含む共

同利用委員会の審議を経て採否を決定している。これによって大学の共同利用と研究者コ

ミュニティの多様化するニーズにこたえる体制を整えている。特に近年の学術研究の動向

を迅速にとらえ、かつ共同利用機関としての使命をより明確にするため、共同研究の公募

をよりいっそう進めた。平成 22 年度より、「若手研究者による共同研究」を通常の共同研

究に組み込んで、新たに募集枠を設けて募集している。 

現在、毎年約 40 件の共同研究を組織し、平成 20 年度からは３年半以内を期限として公

開の成果報告を経て、出版をはじめ、シンポジウム、学会分科会、電子媒体での発表など、

さまざまな形で成果を公開している。平成 26年度は、本館教員 13件（うち新規３件）、客

員教員・特別客員教員２件、館外の教員・研究者 18 件（うち新規 5 件、平成 23 年度２次
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募集採択１件*）、若手研究者による共同研究６件（うち新規１件、うち館外研究者３件）

の合計 40件の共同研究を組織した。研究会の一部は一般に公開しており、館外での開催も

認めている。共同研究は、国内の大学等の諸機関で行われる文化人類学とその関連分野の

研究教育を活性化し、学界全体のレベルの向上に、さらに大きく貢献していくと考えられ

る。 

平成 26 年度には 5 名の外部評価委員による共同研究体制の評価を実施した。その結果、

いくつかの問題点が指摘された。これを受けて、平成 28 年度から始まる第三期中期目標･

計画期にむけて館内で共同研究体制を検討することになった。 

*東日本大震災の被災地域に在勤、在住する研究者を対象とした募集を行い、平成 24年度より「災害復

興における在来知－無形文化の再生と記憶の継承」の研究を採択した。 

 

４）外部資金の導入 

本館では館員に科学研究費補助金などの外部資金へ積極的にアプライするよう働きかけ

ており、平成 26年度は、外部資金を以下のとおり受け入れている。受託研究は(公財)日本

財団他から４件で計 32,147 千円、寄附金は(公財)三島海雲記念財団他から９件で計 8,030

千円、科学研究費補助金は新学術領域研究１件、基盤研究（S）１件、基盤研究（A）４件、

基盤研究（B）９件、基盤研究（C）10件、若手研究(A)２件、若手研究（B）11件、挑戦的

萌芽研究２件、研究活動スタート支援６件、研究成果公開促進費４件、特別研究員奨励費

７件、計 57 件で 147,112 千円（直接経費）を受け入れた。なお、平成 26 年度は、科学研

究費助成事業に関する説明会として、外部講師を招いた科学研究費助成事業の動向等につ

いての説明会を開催した他、新規応募予定者を対象とする申請に関する説明会も開催し、

平成 26年度の本館の科学研究費補助金の採択率は 61.0％（全国平均 49.6％）であった。 

 

５）研究の成果公開 

本館では、館長リーダーシップ経費において研究成果をより効果的に公開し、国内外の

研究者コミュニティや社会へ円滑に還元するため、「研究成果公開プログラム」を設けてい

る。その中には①シンポジウム、②研究フォーラム、③国際研究集会への派遣、の３カテ

ゴリーがあり、館内募集している。 

①シンポジウム、②研究フォーラムについては、計11件（シンポジウム４件、フォーラ

ム３件、ワークショップ等４件）が実施された。ほとんどが国際的な研究集会であり、研

究者及び一般参加者も含めて1,372人が参加し、国内はもとより国際的な研究成果の発信を

行った。③については、６人を国際研究集会へ派遣した。 

その他、人間文化研究機構機構長裁量経費にて国際シンポジウム「アジアにおける新し

い博物館・博物館学の展望」を実施し、104人の参加者を得た。 

また、本館は機関研究や共同研究による研究成果を広く一般に公開することを目的とし

て、特に現代的な課題を設定して学術講演会を開催している。平成 26年度は、10月に東京

で「無形文化遺産 選ぶ視点 選ばれる現実」（日本経済新聞社と共催）を開催し 310人の

参加があり、平成 27 年３月に大阪で「いやし旅のウラ？表？ 現代アジアツーリズム考」



 

 

 

 5 

（毎日新聞社と共催）を開催し 312 人の参加があった。いずれも本館の研究に対する関心

の高さが示されたものと考える。 

出版物については、定期刊行物として『国立民族学博物館研究報告』が４点（39 巻１号

～４号）、『民博通信』が４点（145号～148号）、不定期刊行物として英文の論文集『Senri 

Ethnological Studies』が２点（89～90 号）、『国立民族学博物館調査報告（『Senri 

Ethnological Reports』）』が和文、英文、その他言語で 11 点（119 号～129 号）、本館助成

の外部出版として『リスクの人類学』など５点が出版された他、論集が１点出版され、研

究成果の公開が順調に進められた。 

上記以外にも、最先端の研究成果の社会還元の一環として、国際的なフォーラム型展示

を行い、平成26年度は、南アジア展示、東南アジア展示を新しく構築した。 

 

６）大学・研究機関等との協力・連携 

国内の学術交流に関しては、立命館大学（平成 26年 4月 10日）、大阪工業大学（平成 27

年 3月 23日）と学術交流に関する協定を締結した。 

また、日本文化人類学会との連携は、今年度も学術協定に基づき進められた。主な連携

事業としては、日本文化人類学会主催、国際人類学民族科学連合（IUAES）共催による国

際シンポジウム「学会 50 周年記念研究大会」（平成 26 年５月 15 日～18 日）の開催に協力

した。 

 

７）今後の課題 

第二期中期目標期間に実施された多様な機関研究や共同研究の成果をとりまとめ、国内

外にインパクトのあるやり方で発信することが直近の課題である。また、第三期中期目標・

中期計画期間における本館の研究目標に合致するように機関研究や共同研究のあり方、内

容、体制について検討し、実施計画を具体的に策定する必要がある。とくに共同研究は本

館の創設以来、外部評価や大きな変更がなされないまま継続実施されてきたため、多くの

問題をかかえている。実施体制や内容、成果の発信について検討を加え、改革を行う必要

がある。さらに、第三期中期目標期間の本館の研究の柱のひとつであり、国内外の研究機

関や現地社会と連携しながら実施される「フォーラム型情報ミュージアム」プロジェクト

では、館員全員が積極的に参加する体制と計画を整備することが大きな課題である。 

財政削減が続く中、本館の研究費の確保が大きな問題となっている。このため大型共同

研究プロジェクト等を推進していくためには、科研のみならず、さまざまな外部資金を獲

得し、活用することが不可欠であり、外部資金を獲得するための支援体制の整備が課題の

ひとつである。研究成果の公開については、多様なメディアを利用した国際発信を奨励し、

支援するための制度構築が必要である。 

 

 



 

 

 

 6 

３．資料等の共同利用 

１）資料の収集・調査研究  

 平成 26 年度末において、本館が所蔵する学術資料は、標本資料が約 34 万点、映像・音

響資料が約７万点、図書資料が約 67万冊である。これらの資料の外部からの利用、問い合

わせに関しては、民族学資料共同利用窓口を設けており、本年度は 402 件の問い合わせに

対応した。 

本年度の資料等の共同利用の実績は、館外機関の標本資料熟覧点数は延べ 13,200点、館

内の標本資料熟覧点数は延べ 72,550点である。本年度は、フォーラム型情報ミュージアム

の構築の一環として、米国南西部に住む先住民ホピとズニの民族資料のデータベース作成

のためのワークショップを開催し、４名のホピの有識者と６名の海外研究者による資料熟

覧を実施し、延べ 51,336 点の資料を熟覧に供した（延べ点数は、熟覧点数、日数及び人

数を乗じたものの総計である）。その他、13機関へ 909点の標本資料の貸付けを行い、資料

画像の原板利用が 47 件 245 点（うち、大学等研究機関へは 26件 180 点）、撮影が 15 件

153 点（うち、大学等研究機関へは７件 77 点）、模写が １件８点あり、映像・音響資料の

原板利用、複製等が 191件 946点（うち、大学等研究機関へは 40件 164点）あった。文献

図書資料に関しては、原板利用・写真撮影が 11 件 29 点、文献複写の受付が 6,130 件（う

ち大学等研究機関へは 3,556件）、現物貸借受付が 833件（うち大学等研究機関へは 808件）

あり、図書室の開室日数は 356 日、入室者数は 11,481 人、図書貸出冊数は 11,310 冊であ

った。 

資料の収集・調査研究は、展示、研究等への共同利用を目的とした標本資料収集、取材

映像の撮影編集、資料の整理と情報化、資料情報データベースの公開等を教員の提案に基

づくプロジェクト形式（「文化資源プロジェクト」）により実施している。各プロジェクト

の審査にあたっては、館内教員で組織する審査委員会による書面審査を実施し点数化され

た評価結果に、館外の研究者や専門家の意見を取り入れたうえで、文化資源運営会議にお

ける審査、合議にもとづいて採択案件を決定している。 

標本資料収集と映像取材・編集に関して、本年度は 14 件のプロジェクトを実施した。標

本資料の収集は、中央アジア及び日本等の地域から 1,382 点収集した。また、すでに収蔵

されている資料と新規に収集した資料を組み合わせることで、平成 27年度に行う中央・北

アジア展示新構築に向け、他地域と比較して収蔵件数が少ない中央アジアとシベリアの資

料を前年度に引き続き充実させることとした。 

映像資料に関して、本年度は、ビデオテーク番組 19本、研究用映像番組１本、マルチメ

ディア番組２本、及び特別展や企画展等の記録映像 10 本を作成した。「中国雲南省の少数

民族の儀礼とキリスト教文化に関する映像番組の編集」、「ネパール関連のビデオテーク番

組の編集」、「彫金技術の映像取材と番組制作」等 12件のプロジェクトを実施し、これらは、

映像取材から番組制作への一連の継続したプロジェクトであり、研究者ならびに一般来館

者の利用に適したかたちでのコンテンツ公開を目的としたものである。また、韓国国立民

俗博物館との学術交流協定に基づき、両館の指導のもとで韓国の学生が「旧正月の風景」、
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「現代韓国の結婚準備過程」の番組２本を作成した。 

 

２）資料の保存 

 本館では、資料の保存・管理に関わる文化資源プロジェクト「有形文化資源の保存・

管理システム構築」を、「有形文化資源の保存対策立案」、「資料管理のための方法論策定」、

「その他、資料管理に関わる各種調査の指導・統括と調査結果の検討」という３点を主軸

に進めている。 

本年度は、有形文化資源の保存対策として、持続的な総合的有害生物管理（IPM）体制の

継続実施とその拡充、薬剤を用いない各種殺虫法の民族資料への適用を行った。資料管理

のための方法論策定では、生物生息調査、温度・湿度モニタリング等の博物館環境調査と

その解析、総括を行った。また、これらと並行して収蔵資料の保管・収納方法の改善を引

き続き段階的に進めると同時に、年度計画に従い「第３収蔵庫収蔵資料の配架見直し及び

再配架作業」を継続して実施した。さらに、展示や収蔵用の包材調査を継続実施し、逐次、

包材の基本情報（製造元、販売元、入手先、使用目的、成分、寸法、pH 値など）をデータ

ベースにまとめた。 

一方、本館収蔵庫の収蔵能力の向上、資料の安全な保管環境の整備及び大規模災害時の

被災文化財の一時保管等に活用するため、平成 24 年度から 27 年度までの４ヵ年計画で多

機能資料保管庫新設及び第１収蔵庫改修工事を実施しており、本年度は、多機能資料保管

庫ならびに併設処理室の本格運用の開始と空調等を除いた第１収蔵庫の改修を実施した。

多機能資料保管庫の本格稼働にあたり、殺虫処理装置作動テストを実施し、様々な条件下

でのデータを取得した上で、大型資料の移動を実施した。移動先の保管庫では大型資料の

安全かつ適切な保管方法が取られており、大型であるために取り出しや点検が難しかった

という欠点は解消され、今後のさらなる資料の利活用に対応可能な環境改善をはかること

ができた。 

 映像資料については、国立民族学博物館での研究成果をもとに立てた点検計画に基づき、

オリジナル映像フィルムの酸性度チェックを行った。平成 16年の結果と比較して、59%の

資料が以前より良好な状態となった。また、デジタル映像については、再生装置の耐用年数が

懸念される D3テープの媒体を保存の安定性に富んだ大容量光ディスクへ変換する作業を平成 23

年度から着手し、全体の 80％程度となる約 500本の変換を終えた。 

 

３）データベース化・共同利用体制の整備 

ジョージ・ブラウン・コレクション（日本語版）を新たに公開した。 

このデータベースは、イギリスの宣教師、ジョージ・ブラウン氏が、19 世紀末から 20 世

紀初頭にかけて南太平洋諸島で収集し、現在、国立民族学博物館に収蔵されている民族学

的標本資料、約 3,000 点に関する基本情報。 

高等教育機関等での研究資料の活用を推進するため、研究用映像資料 11 作品を４枚の

DVD に収納した「みんぱく映像民族誌」（第 14 集～第 17 集）を作成し、約 600 の研究機

関等へ配付した。 
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４）文献図書資料の情報公開・共同利用の推進 

平成 26年度の新規受入図書は 4,257冊で、蔵書冊数は 661,037冊となった。一般利用登

録者数は 241 名で、その館外貸出冊数は 1,774 冊であり、一般利用者にも広く利用されて

いることがわかる。 

利用者支援サービスとしては、書庫１層から４層における書架サインの見直しを実施し、

利用者が求める資料へのアクセス改善を行った。 

遡及入力事業として、国立情報学研究所 NACSIS-CAT（全国規模の総合目録データベー

ス）への登録作業を推進している。平成 26 年度は日本語図書約 10,000 冊を始めとしてサ

ンスクリット語図書 1,452 冊、その他諸語の図書約 4,400 冊の他、コレクション資料から

牧野漢籍 7,089 冊の遡及入力を実施した。所蔵情報は、広く一般に公開利用されており、

本館所蔵の図書資料の相互利用での貸出受付は 833 件、文献複写受付 1,898 件と、共同利

用に貢献した。 

資料整備関連事業としては、視聴覚室資料、大型図書（書庫１層）、漢籍（書庫２層）の

実査に加えて、雑誌（書庫２層）にある約３万３千冊の資料に「カラーバーコード」を貼

付し、総計５万冊の蔵書実査を行った。 

また、３カ年計画で開始した研究業績棚の点検及び整理は、最終年（第３期）となった

平成 26年度に、1,909件整理を実施した。 

加えて、昨年より継続して整理およびリスト化を実施していた地図資料（約５万枚）の

整備が完了し、そのリストに沿った配置換えも実施した。 

施設整備事業としては、書庫のエレベーター内に防犯カメラを設置し、防犯対策とセキ

ュリティ強化を進めた。また、開架スペースにおいて、割れ・浮きのある床タイルを貼り

替え、図書室における安全性を高めた。 

書庫の狭隘化には、Webで閲覧可能な紙資料を除籍する等の措置が選択の１つに入るが、

紙資料の利便性もあり、進展しないのが現状である。また、館全体の予算に連動し、文献

図書資料費も減少しており、昨年度の電子ジャーナルとデータベースの見直しに続いて、

本年度は購入雑誌の見直しを実施した。現在の資料構成をどう維持していくかが今後の課

題である。 

 

５）民族学研究アーカイブズ 

 前年度に引き続き、下記の民族学研究アーカイブズの整備作業を行った。 

①泉靖一アーカイブの権利処理を完了し、劣化資料 10点のデジタル化を実施した。 

②馬淵東一アーカイブの権利処理を完了した。 

③北村甫旧蔵資料（仮称）アーカイブの権利処理を完了した。 

④杉浦健一アーカイブの劣化資料 47点のデジタル化を実施した。 

⑤岩本公夫アーカイブの写真資料について、今年度 2,237点のデジタル化を実施し、 

全 5,323点のデジタル化を完了した。 

⑥梅棹忠夫アーカイブのリストを民族学研究アーカイブズ HPにて一般公開した。 
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  現在、リストを公開し、利用に供しているアーカイブは 13 件である。本年の利用状況

は、閲覧７件、特別利用３件であった。 

 

６）機関リポジトリ 

「みんぱくリポジトリ」は、一般公開後５年が経過した。今年度は、恒常的な館内刊行

物の登録を継続するとともに、『研究年報 2012』の掲載業績を基に個人業績の抽出・許諾・

登録作業を行った。また、『著作物利用許諾書 (館内出版物 )』の多言語化を進

め、英語、スペイン語、中国語（簡体、繁体）、韓国語を登録した。さらに、

最新コンテンツの登録情報を TOP画面（お知らせ欄）に随時掲載することとした。 

今年度新たに登録したコンテンツは 346 件で、平成 27 年３月末のコンテンツ登録数は

4,504件となった。過去のコンテンツの公開許諾は、著者本人から許可が下りても、出版社

から取得しにくいのが問題点ではあるが、今後も、年間 300 件以上の登録を目指したいと

考えている。コンテンツのダウンロード数は、平成 26 年度月平均約 50,000 件に達した。

前年度と比較して、月平均 10,000 ダウンロード以上も増加しており、「みんぱくリポジト

リ」の認知度が高まって来ていることが伺える。 

「みんぱくリポジトリ」に対する国際的な評価も上向きであり、スペイン高等科学研究

院 CSIC がおこなうリポジトリの定量的総合評価では、日本 296 機関中 46 位、世界 2,154

機関中 683位にランキングされた。 

NII（国立情報学研究所）の JAIRO Cloud（共用リポジトリサービス）における「機構リ

ポジトリ」の公開が 28年度に計画されており、当館も参加の予定である。それに伴い、館

内サーバーで運用している「みんぱくリポジトリ」（DSpace）のデータをどのように JAIRO 

Cloud(WEKO)へ移行して行くかが来年度の課題となっている。 

 

７）情報システム環境の整備 

本館の情報システムについて以下の改善等を実施し、共同利用事業推進のための環境を

整備した。 

安定した情報提供が行えるインフラ環境を維持するため、運用の効率化及び通信の高速

化を骨子とした仕様を策定し、館内ネットワークシステムを更新した。さらに、Web アプ

リケーションファイアウォールを導入することにより、セキュリティの強化を図った。 

Twitter、Facebook、YouTube 等ソーシャルメディアが広く普及している現状を踏まえ、

実施手順である「情報システム利用の手引き」に「ソーシャルメディア（Social Media）利

用ガイドライン」の項目を追加して改訂を行い、情報セキュリティの向上を推進した。 

 

８）今後の課題 

本館は創設から 41 年、開館から 38 年が経ち、収蔵庫の狭隘化、施設・設備の老朽化が

進んでいる。収蔵庫の狭隘化対策として、毎年度継続的に行っている第３収蔵庫の標本資

料の再配架、平成 25 年度の多機能資料保管庫の新設、平成 26～27 年度の２ヶ年計画で進

めている第 1収蔵庫の改修に加え、平成 27年度の実施に向けて検討を重ねた結果、実現の
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目処がたった特別収蔵庫Ｃ（漆器収蔵庫）の改修などの対策を措置した。施設・設備の老

朽化対策として、本年度は特別展示館の吊物設備及び照明制御設備の大幅な更新を行い、

また、平成 27年度以降の実施に向けて展示場における照明器具の LED化等、最新の展示環

境を目指しているものの、標本資料に重大な被害を及ぼす展示場や収蔵庫での雨漏りの対

策は依然十分なものとはいえない状況にある。よって、今後も引き続き、施設・設備を維

持するための経費及び収蔵庫の狭隘化対策の経費を見込んだ予算措置が求められる。 

グローバル化が進み、物質文化の急激な変容が見られる現代社会において、民族誌資料

を基礎的な調査とともに収集し、学術資料として将来に引き継いでいくことは、本館の創

設以来の使命のみならず、世界的にもその必要性が認められる。19世紀後半から 20世紀全

般にわたる世界の諸民族の生活文化の資料を所蔵する本館にとって、継続的に同種の資料

を必要に応じて収集していくことの学術的、社会的意義は高い。それにふさわしい資料の

収蔵環境の整備は必要不可欠な要件である。 

また、本館の所蔵資料のうち、標本資料の目録情報や詳細情報は、日本語を基本として

整備されているため、外国人利用者が活用しにくい状況にある。本年度は、フォーラム型

情報ミュージアムの構築に伴い、国際的な共同利用に耐えうる基盤的情報のあり方を検討

したが、今後も引き続き、これら情報の更なる国際的な利用の促進に向けた検討が必要で

ある。 

４．教育・人材育成 

１）大学院教育 

本館に設置されている総合研究大学院大学・文化科学研究科の地域文化学専攻及び比較

文化学専攻では、平成 26年度に課程博士４名、論文博士１名の学位取得者を輩出した。平

成元年（1989年）度に博士後期課程のみを有するユニークな文系の大学院として２専攻（定

員各３名）が設置されてから現在までの学位取得者は、課程博士 61 名、論文博士 30 名と

なった。最初の学位授与以降、過去 20 年間の学位取得者総数 91 名は、文科系の大学院と

してきわめて優れた実績であるといえよう。 

ただし、両専攻ともに平成 26 年度までの数年の間に入学者が定員に満たない年があり、

両専攻の知名度を高める、教員が積極的に学生を受け入れることができるように教育体制

を整えるなどの改善が必要である。また、留学生の割合が増えていることから、日本語教

育を改善することが求められており、外国語による研究発表、論文執筆のための指導も強

化する必要がある。 

 本館の２専攻は、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科、大阪大学大学院人

間科学研究科、神戸大学大学院国際文化学研究科及び人間発達環境学研究科、京都文教大

学大学院文化人類学研究科の４大学院の５研究科との間に学生交流協定を締結し、単位互

換を行っている。これは、平成 17年度から開始された他大学との交流を通した教育の質的

向上と活性化をめざす試みである。本館自体は大学共同利用機関として、全国の国公私立

大学の博士後期課程に在籍する学生を、所属する大学院研究科からの委託を受けて「特別

共同利用研究員」として受け入れ、一定の期間、特定の研究課題に関して研究指導を行っ
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ている。平成 26年度は、私立大学から１名の学生を受け入れた。 

ただし、ここ数年特別共同利用研究員の応募が減っていることから、他大学院に対して、

本館で学習、研究することの長所や本館を利用するに際しての特典をより具体的に案内す

る必要がある。 

 

２）若手人材育成 

国内の大学院博士課程在籍者及び PD（ポストドクター）などの若手研究者を対象として、

研究戦略センターが、平成 21年度から「みんぱく若手研究者奨励セミナー」の名称のもと、

本館教員の講演の後、参加者が特定のテーマで研究発表を行うセミナーを行っている。平

成 26年度には「包摂と自律の人間学―宗教と社会的つながりをめぐって」というテーマが

設定され、国公立大学５名、私立大学３名、その他２名の大学院生等 10名が参加した。教

員による講演に続き、参加者による研究発表が行われ、優秀発表者に「みんぱく若手セミ

ナー賞」が授与された。同時に、図書室・本館展示などの施設見学を行い、共同利用制度、

大学共同利用機関としての有用性、若手研究者に対する支援制度等についてのアンケート

調査も実施した。 

また、本館では若手研究者人材育成の一環として機関研究員と外来研究員を受け入れて

いる。本年度は６名の機関研究員、14 ヶ国・地域からの 20 名の外国籍の研究者を含む、１

18 名の外来研究員のうち 55 名の若手研究者を受け入れた。 

 

３）今後の課題 

大学院教育に関しては優秀な受験生と入学者の確保と外国人留学生への教育支援の充実

が今後の課題である。また、若手研究者の育成については総研大の修了生や若手外来研究

員の就職先の確保が重要な課題である。 

 

５．社会との連携 

１）博物館展示等 

本館展示は、開館以来 38年が経ち、世界の状況や学問のあり方などが大きく変化したこ

とに伴い、平成 20年度から常設展示の新構築に着手している。「大学共同利用機能の活用」、

「文化の違いを超えたフォーラムとしての展示の展開」、「地域と世界や日本とのつながり

とともに歴史や現代といった動態も示す展示への刷新」、「情報提供の高度化・深化」、「利

用者の多様な要求にこたえる展示の実現」という５点を骨子として、本年度は、南アジア

展示（展示総数 1,439 点）、東南アジア展示（展示総数 1,384点）を一新した。 

また、平成 25年度に実施した「朝鮮半島の文化」「中国地域の文化」「沖縄のくらし」「多

みんぞくニホン」の新構築に伴い、45 本の電子ガイドコンテンツ（日本語版、英語版、中

国語版、韓国語版）を新規に作成するとともに、43本の既存コンテンツを改訂し、88コン

テンツでサービスを開始した。 

特別展は、国立民族学博物館創設 40 周年・日本文化人類学会 50 周年記念事業として、
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平成 26 年 2 月 19 日から 6 月 9 日まで、東京・国立新美術館において民博の所蔵品 690 点

を展示する「イメージの力－国立民族学博物館コレクションにさぐる」を開催し、59,767

人の入館者があった。さらに同展を本館特別展示館（民博の所蔵品 691 点）において、同

年 9 月 12 日から 12 月 9 日まで開催し、34,762 人の入館者があった。美術館の空間で成立

した展示を博物館で再展示するという今回の試みは、美術（アート）と器物（アーティフ

ァクト）、芸術と文化、美術館と博物館、美術史学と文化人類学、西洋と非西洋といったさ

まざまな既成の区分を改めて問い直すものとなり、同時にそれはまた、美術館と博物館と

の協働が生み出す、新しい文化創造の場の可能性をさぐるものとなった。 

企画展（国際連携展示）「未知なる大地 グリーンランドの自然と文化」では、館蔵資料

99点、北海道立北方民族博物館、高円宮家、デンマーク王室（ヘンリック・コレクション）

の所蔵資料 39点及び映像・音響資料を用いて、国内で公開される機会の少ないグリーンラ

ンドの自然、グリーンランド人（イヌイット）の歴史と文化などについて、最新の研究成

果をもとに紹介した。本企画展は、グリーンランド国立博物館・文書館及びデンマーク国

立博物館との国際連携展示として行われ、企画展示場第一部のデザイン及び演示を、グリ

ーンランド国立博物館・文書館の職員が担当した。 

また、企画展（機構連携展示）「みんぱくおもちゃ博覧会―大阪府指定有形民俗文化財『時

代玩具コレクション』」では、平成 25 年度に大阪府より当館に寄贈された大阪府指定有形

民俗文化財「時代玩具コレクション」より、192点を紹介した。本展では、本館の所蔵資料

を国内外でより効率的・効果的に展開することを目的として「組立て式展示什器（トラベ

リング・ディスプレイ・システム）」を開発し、これを活用した巡回展を人間文化研究機構

連携展示として、宮城県内の４会場（岩沼市民図書館 ふるさと展示室、石巻市「まんがる

堂」２階オープンギャラリー、気仙沼 「海の市」2階オープンスペース、東北歴史博物館 特

別展示室）において実施した。 

博物館社会連携活動では、特別展・企画展等展示関連ワークショップを７回、校外学習

において本館を活用するための学校教員向けガイダンスを２回実施した。「博学連携教員研

修ワークショップ 2014 in みんぱく」では、教育現場における博物館の資料や情報の活用

を図るとともに、本館を中心に博学連携に関心を持つ関係者のネットワークを構築した。 

貸し出し用学習教材「みんぱっく」では、157（前年度比 104%）の教育機関に対して 231

回（前年度比 102%）提供し、約 13000 人の生徒に利用され、いずれも前年度を上回る運用

実績であった。アンケートの回答や運用状況をとおして適宜内容の見直しを行い、本年度

は「ジャワぱっく」の内容を刷新、新規パックとして平成 23年度に開催し好評を得た特別

展「ウメサオタダオ展」をベースとした「あるく、ウメサオタダオ展」を開発した。これ

は、特別展の内容をみんぱっくにする初の試みである。また、みんぱっくを使用した授業

現場へ取材に赴き、ホームページに掲載している活用事例紹介ページを充実させたととも

に、みんぱっくの運用に際し、現場の声をとりいれる貴重な機会を得た。 

ボランティア団体である「みんぱくミュージアム・パートナーズ（MMP）」は結成 10周年

を迎えた。本年度は視覚障害者案内を 25 回、点字体験ワークショップを 12 回、小学校向

け体験型見学プログラム「わくわく体験 in みんぱく」を 13回、企画展「未知なる大地 グ
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リーンランドの自然と文化」における展示解説補助やその他ワークショップを 30回近く実

施した。また、館外で開催されたボランティアフェスタへも参加するなど、民博外での社

会連携活動へも積極的に取り組んでおり、博物館を起点とした社会との連携を構築してい

る。 

平成 26 年度の入館者数は 187,615 人（前年度比 98%）であった。前年度を下回った主な

要因として、展示新構築の実施に伴い、予算並びに人的対応の点から春季の特別展実施を

見送ったこと、企画展示場スペースの減による企画展数の減が考えられる。 

 

２）広報事業 

【学校教育・社会教育活動】 

本館創設 40周年を迎え、本館が長年培った研究成果を幅広い層に社会還元するため、積

極的に博物館の外へ打って出る活動を行った。主に社会人を対象とした生涯教育として、

大阪梅田のグランフロント大阪において、特別展「イメージの力」関連イベントである連

続講座「みんぱく×ナレッジキャピタル―イメージの力をさぐる」を６回シリーズで開催

した。大阪阿倍野のあべのハルカス近鉄本店においては、連続講座「カレッジシアター地

球探究紀行」（産経新聞主催。36回開催）に特別協力した。 

また、園田学園女子大学総合生涯学習センターとの連携講座（６回開催）及び大阪府高

齢者大学校の講座（30回開催）において、引き続き本館教員が講座を担当した。 

その他に、大学教育の発展に向けて、千里文化財団の協力のもと、「国立民族学博物館キ

ャンパスメンバーズ」制度を継続実施し、高等教育への活用を推進した。平成 26 年度は、

新たに学校法人立命館（立命館大学・立命館高等学校・立命館宇治高等学校・立命館守山

高等学校・立命館慶祥高等学校）を加え、継続申し込み４件（大阪大学、京都文教学園、

同志社大学文化情報学部文化情報学研究科、千里金蘭大学）と合わせて、1,049 人の学生、

教職員が来館した。また、本館を大学教育に広く活用するためのマニュアル「大学のため

のみんぱく活用マニュアル」の配布を継続し、81 回、2,573 名の大学関係者が展示場を利

用した。 

初等・中等教育への貢献としては、近隣の教育委員会と連携して、大阪北摂地域の中学

校６校 14名を職場体験として受け入れた。さらに、小・中学校の教諭を対象に、博物館を

活用した遠足や校外学習のためのガイダンスを２回実施し、48団体 137名の参加があった。 

館外活動では、入館者数の増加対策、また、みんぱくの知名度向上を狙い、前述の大阪

梅田のナレッジキャピタルなどにおいて、連続講座を開催した。今後も、近隣地域におい

て、本館教員による一般向け講座等を開催するなど、戦略的なアウトリーチ活動を実施す

るとともに、近畿圏以外における民博の知名度を上げるべく、巡回展や公開講演会などを

積極的に開催していくこととしている。 

 

【インターネットによる広報活動】 

ICTの進化及び国際化の進展を受けて、インターネットによるアクセシビリティを一段と

向上させた。 



 

 

 

 14 

ホームページに関しては、スマートフォンやタブレット端末からのアクセスが増加して

おり、その利便性を高めるため、ホームページのユーザインタフェースをスマートフォン

用に最適化した。また、昨年度試験的に実施し、好評だったペーパーレスのスマートフォ

ン用観覧券を本格導入し、通年で購入できるようにした。さらに、言語による障壁を越え

て、国際的な情報発信力を高めるため、英語に加えて、アラビア語、中国語（簡体字・繁

体字）、フランス語、ロシア語、スペイン語、韓国語の多言語による本館紹介文を新たに掲

載するなど改良を施し、ホームページの利用者は着実に増加した。（訪問者数 809,641、ペ

ージビュー数 2,613,790）。 

メールマガジン（みんぱく e-news）に関しては、利用者アンケートの結果等を参考に内

容の見直しを図りながら、毎月１回継続して発信している（配信数は 56,951 件）。 

ソーシャルメディアに関しては、若者層を中心として、ホームページを補完する気軽で

双方向型メディアとして、昨年度の開始以来順調に浸透している（Facebook いいね！数

4,708、Twitter フォロワー数 8,098、YouTube 総再生回数 8,093 回）。特に、特別展「イメ

ージの力」に合わせて実施した Twitter キャンペーンでは、期間中に展覧会に関するツイ

ートを集め、展覧会の話題を拡散し、交流してもらうとともに、観覧者の生の声を聞く貴

重な機会ともなった。 

 

【マスメディアによる広報活動】 

特別展「イメージの力」の関連イベントとして、MBS（毎日放送）元アナウンサーでパー

ソナリティの角淳一氏と吉田憲司（本館教授・特別展実行委員長）によるトークイベント

「みんぱく× MBSラジオ presents 角淳一が迫る！すみからすみまでイメージの力」を開

催した（参加者数 450名）。本イベントは、ラジオ番組及びテレビ番組で紹介された他、関

連してラジオ番組の生放送に教員が出演したり、特別展や連続講座のラジオ CMを流したり

して、マスメディアの発信力を利用し、本館に興味を持つ層の裾野を広げた。 

毎日新聞の「旅・いろいろ地球人」や毎日小学生新聞の「みんぱく世界の旅」の連載を

継続し、教員がそれぞれの研究内容を読者向けにわかりやすく解説した。千里ニュータウ

ン FM放送番組「ごきげん千里 837（やぁ、みんな）」も継続している。 

プレスリリースを強化し、新たに公開講演会や研究公演、夏休み向け等のリリースを発

信した（年間 27本）。報道関係者との懇談会も年 12回（うち内覧会５回。参加者数 116名）

開催し、共同研究をはじめとする最新の研究成果を積極的に紹介した。 

 

【研究成果の社会還元及び教育普及活動】 

 継続して、「みんぱくゼミナール」を 12回（参加者数 2,631名）、「みんぱく映画会」（み

んぱくワールドシネマ含む）を 10回（参加者数 3,241名）、「研究公演」を４回（参加者数

1,776 名）、「みんぱくウィ－クエンド・サロン―研究者と話そう」を 39 回実施した（参加

者数 1,485名）。 

特に、展示関連では、新構築した朝鮮半島の文化、中国地域の文化、日本の文化「沖縄

のくらし」「多みんぞくニホン」展示を広く社会へ紹介するため「みんぱくフォーラム 2014 
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東アジア展示があたらしくなりました!!」と題して、研究公演や展示場クイズ「みんぱＱ」

等を実施した。また、特別展「イメージの力」の関心を高めるため、トークイベント「イ

メージの力」を３回開催し、クリエイティブな分野で活躍する歌手のＵＡ氏、デザイナー

の三木健氏、小説家のいしいしんじ氏の３名のゲストを招いた（総参加者数 457名）。 

機関研究関連では、「包摂と自律の人間学」のテーマに沿って、上映会「みんぱくワール

ドシネマ」を開催した。これらの活動は、広報誌『月刊みんぱく』を国立民族学博物館友

の会会員に配付したり、全国の研究機関、大学等に寄贈したりすることを通じて、広く情

報発信した。視覚障がい者向けの音訳版も並行して製作・配付した。 

 

【地域に根ざした広報活動】 

 北大阪７市３町の美術館・博物館計 50館による文化祭「北大阪ミュージアムメッセ」に

参加及び会場提供した。また、吹田市主催の「ぐるっとすいた」事業に協力し、吹田市の

小中学生を対象としたスタンプラリーのポイントとなった。他にもミュージアムぐるっと

パス・関西 2014に継続参加するなど、地域における美術館・博物館の活動における中心的

役割を担い、地元に向けた広報活動を展開した。 

 

【その他の新しい広報活動】 

 広報予算をかけず、新規ファン層を開拓するために下記の新しい取り組みを進めた。 

(1) 自動販売機飲料販売大手のジャパンビバレッジと連携し、飲料カップ約 100 万個の側

面に本館展示にまつわるクイズを掲載した。(2) 企画展「みんぱくおもちゃ博覧会」の開

催に合わせて、玩具に関連の深い大阪府立大型児童館ビッグバン（大阪府堺市）と日本玩

具博物館（兵庫県姫路市）とそれぞれ観覧料の相互割引を実施した。(3) JAF（日本自動車

連盟）と e-kenet カード（京阪カード）会員向けに観覧料の優待制度を導入した。(4) 前

述の連続講座「みんぱく×ナレッジキャピタル―イメージの力をさぐる」の参加者に特別

展割引券を配付した。 

 

３）今後の課題 

運営費交付金の定率削減に伴い、常設展示場の運営、収蔵資料の維持管理等の博物館施

設に必要不可欠な事項以外の活動について見直しを余儀なくされる状況にある。特別展

示・企画展示等の開催回数や規模の縮小を検討する必要がある。予算対策として、公的機

関の競争的資金や民間からの寄附等の外部資金の獲得が考えられるが、現状は個別的な対

応に留まっている。外部資金の調達を館全体で戦略的に実施できる仕組みや、外部で実施

された展示会の誘致等を本館のミッションに即した形で考えていくことも必要である。 

第３期中期目標・中期計画では、「社会との連携及び社会貢献」が一つの柱である。博物

館施設という社会に開かれた装置をもつ強みを活かし、初等、中等教育も含めた一般社会

への研究成果の発信を積極的に続けていくことが必要である。貸し出し用学習教材「みん

ぱっく」の運用環境を充実させ、社会人の学びなおしの機会でもあるボランティア活動の

運営支援もさらに推進していくことが望ましい。 
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広報事業における今後の課題として、従来の一般市民を主な対象とした展示や催しの広

報に加え、研究機関としての姿を効果的に周知し、大学共同利用機関の役割と研究成果を

広く発信することである。具体的な方策については、広報企画会議において随時検討を進

めている。 

 

６．国際交流 

１）国際学術交流室の活動 

国際学術交流室では、国際交流をさらに推進するため、外国人研究者の受入れ体制や研

究環境の整備のほか、外国の大学及び研究機関との学術交流等に関する検討を進め、協定

に基づく研究交流や研究協力を推進した結果、最新の研究成果を相互に共有することがで

きた。 

平成 26 年度には、5 月にマリ・文化財保護局及び 7 月にアメリカ・北アリゾナ博物館と

新たに協定を締結した。また、台湾・台湾国立台北芸術大学及び台湾・順益台湾原住民博

物館との２つの協定について、これまでの交流状況及び今後の交流計画について審議を行

い、その更新を行った。 

国際学術交流室において、本館で対外的に公開する英文文書作成支援の申合せに基づき、

要覧などの対外公文書の英文表記及び英文要覧全体の校閲を担当し、内容の充実に努めた。

平成 26 年度は海外から新たに外国人研究員を５カ国・地域から５名、外来研究員を 14 カ

国/地域から 20 名受け入れ、本館の教員と協力して共同研究を推進した。機関研究の２領

域において実施する計４件のプロジェクトへの研究協力のため、海外機関に所属する「国

際共同研究員」（計 20 名）及び「国際研究協力者」（計 24 名）を任命し、国際共同研究を

積極的に展開した。 

本館と関わりのある海外の研究者及び本館と関連の深い国内外の研究機関を「民博フェ

ローズ」として位置付け、研究者ネットワークを構築しており、平成 26年度末現在の民博

フェローズは 90 カ国・地域、1,174 件が登録されている。また、同ネットワーク内の情報

交換の手段として、日本から海外への情報発信及び交流促進のために、英文のニューズレ

ターである『MINPAKU Anthropology Newsletter』を年２回発行し、国際交流を促進した。 

外国人研究員の受入に際しては、本館内の各種手続きや生活上の各種情報を掲載した

『Guide for Visitors』を発行しており、平成 25年度からは情報の即応性を高めるため、冊

子印刷を取り止め、本館ホームページ上に掲載のうえ、随時情報を改訂している。 

 

２）海外の研究機関との協力関係 

平成 26 年度末までに、12 カ国・地域 19 機関との国際学術交流協定を締結しており、そ

の主な活動は、以下のとおりである。 

・アメリカ・北アリゾナ博物館から 2 名を招聘し、本館において国際ワークショップを開

催した。また、同博物館を訪れ、450点の収蔵資料の写真撮影を行った。 

・マリ・文化財保護局との学術協定に基づき、今後の出版計画と発掘調査を実施した。 



 

 

 

 17 

・アメリカ・アシウィ・アワン博物館・遺産センターとの学術協力を通して、本館におい

て開催した国際ワークショップに同博物館長を招聘し、資料熟覧の具体的な方法に関す

るデモンストレーション・口頭発表などを行った。 

・フィリピン国立博物館と協働して行った共同執筆論文がジャーナルに受理され、出版準

備中である。 

・中国・社会科学院民族学・人類学研究所と連携して、各国から研究者を招き、本館にて

国際シンポジウムを開催した。 

・フランス・国立パリ・デカルト大学・人口開発研究所との協定に基づき、昨年開催した

国際シンポジウムの成果を取りまとめ、出版した。 

・英国・エジンバラ大学との協定に基づき、英文論文集の編集と刊行にあたった。また、

先方で定期的に開催しているセミナーに若手研究者２名を派遣し、研究成果の発表・交

流を行った。 

・ペルー・教皇庁立ペルーカトリカ大学と協働して、公開セミナーや機関研究の成果刊行

の準備を進めた。 

・韓国・国立民俗博物館との文化交流協定に基づき、特別展準備・映像制作・フォーラム

型情報ミュージアムについての協議を行った。 

・台湾・順益台湾原住民博物館との協定を更新し、研究会合の開催ならびに関連学会等へ

の組織的な参加など台湾原住民族の文化と社会に関する研究活動を実施した。 

・ペルー・サンマルコス大学との協定に基づき、パコパンパ遺跡の発掘調査を実施し、同

大学の学部学生の指導や、共催シンポジウムの実施なども併せて行った。 

・中国・内蒙古大学との協定に基づき、研究論文集のとりまとめや日本モンゴル学会秋季

大会での研究発表などを行った。 

・ベトナム・生態学生物資源研究所と協働して行った共同執筆論文がジャーナルに受理さ

れ、出版準備中である。 

・マダガスカル・アンタナナリヴ大学との学術協力に関する協定に基づき、南西部地域圏

の海岸部において表面採集による考古学的調査を共同で行い、同大学が過去に行った調

査を補完する資料を得ることができた。 

 

３）国際協力・交流事業 

独立行政法人国際協力機構（JICA）からの委託事業として「博物館学コース」（平成 26

年 4 月～7 月）を企画・運営し、世界の開発途上国４カ国・地域（エジプト、ジャマイカ、

ミャンマー、パレスチナ自治政府）から外国人受託研修員 10名を受け入れた。同コースは

既に 21年の実績があり、累計で 216人の参加者を数える。博物館の運営に必要な実践的技

術を磨き、途上国の文化振興に積極的に貢献できる人材育成を目的としており、本館の国

際的ネットワークの形成にも大きく貢献している。 

また、日本学術振興会研究拠点形成事業（B.アジア・アフリカ学術基盤形成型）として

採択された「アジアにおける新しい博物館・博物館学創出のための研究交流」（平成 24年 4

月～平成 27 年 3 月）において、平成 26 年度は、日本とタイの博物館・博物館学の比較研
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究と研究交流を目的に、8月 24日から 28日にかけて両国の博物館学・博物館の専門家なら

びに教育研究者による「予防保存」をテーマとした共同研究会を、タイのカンチャナピセ

ーク国立博物館で実施した。また、共同研究会の一環として、8月 26日、公開セミナー「博

物館の社会的役割」をバンコク国立博物館にて開催し、全体を通じて、日本 12名、ミャン

マー１名、モンゴル１名、そしてタイからのべ 150 名を超す参加者があり、活発な質疑応

答、情報共有、意見交換が行われ、タイ国内の研究ネットワーク強化に貢献した。 

 

４）今後の課題 

平成 27年 3月末現在、海外の 19機関および国内の 3機関と学術協定を締結しているが、

本館の研究プロジェクトおよび博物館活動のさらなる展開に従い、今後もその数は増加す

ることが予想される。館全体の研究プロジェクトや博物館活動をさらに効果的に推進する

ためには、学術協定の締結先を戦略的に選定することが必要である。また、引き続き、国

際協力機構や日本学術振興会と連携しながら開発途上国の博物館運営や人材育成に協力し

続けるとともに、ハブとなって博物館の国際的なネットワークの形成に貢献し続けること

が大きな責務である。 

 

７．東日本大震災への対応 

本館は、平成 23年３月の東日本大震災発生直後に「東日本大震災被災地支援対策会議」

を設置した。同会議の下に置かれた東日本大震災復興支援対策チームの活動を継承し、大

規模災害に関連するさまざまな情報の収集・公開、人的・物的、知的資源を結ぶネットワ

ーク構築、将来起こりうる災害への対策策定などを支援する目的で、平成 23年４月に国立

民族学博物館大規模災害復興支援委員会が設置された。 

 同委員会は、館長リーダーシップ経費による活動のほか、人間文化研究機構連携研究「大

規模災害と人間文化研究」の「B 大規模災害とミュージアムの連携、活用の研究」班を構

成する「文化遺産の復興に向けたミュージアムの活用のための基礎的研究－大学共同利用

機関の視点から」に参加し、さらに科学研究費補助金などの外部資金も加えて、(1)「被災

した有形･無形の文化遺産の保護」、(2)「災害の記録･記憶の継承」、(3)「災害時における

大学間の連携体制の構築」を研究の柱として活動を展開した。(1)のうち有形文化遺産に関

しては、実際に被災した文化財が保管されている一時保管場所の環境モニタリングとその

結果に基づいた環境整備の提言と実践を行うとともに、塩分劣化を起こしている被災文化

財の具体的な処理方法についても技術開発を行った。無形文化遺産の保護活動では、民博

などの施設を利用して被災地の芸能団体を招いて、芸能を実践する場の創出を通じて無形

文化遺産の復興支援をしてきた。平成 24年度には岩手県の二つの伝統芸能「鵜鳥神楽みん

ぱく公演」（平成 24 年 10月、入場者 251人）、「南部藩壽松院年行司支配太神楽」公演（平

成 24年 11月、入場者約 500人）、平成 25年度には宮城県の「雄勝法印神楽みんぱく公演」

（平成 25 年 11 月、入場者 404 人）、平成 26 年度には福島県の「じゃんがら念仏踊りみん



 

 

 

 19 

ぱく公演」（平成 27 年 1月、入場者 375人）、をそれぞれ開催し、被害の大きかった東北三

県への支援につなげた。 

 (2)の「災害の記録・記憶の継承」に関しては、東北太平洋沿岸の過去の津波碑・新たな

モニュメントや災害遺構等を Google Map上に表示させるシステムを構築し、今後の備えに

どのように役立つかについて検証し、次年度以降の本格運用に向けた準備を進めた。 

 (3)の「災害時における大学間の連携体制の構築」では、大学機関を中心に設置が急速に

進んでいる資料ネットワークとの連携を目指し、災害時における協力関係の構築を目指し

た打ち合わせを重ねてきた。 

 以上の諸活動の結果、平成 28年度からの人間文化研究機構基幹研究「日本列島における

地域文化の再発見とその表象システムの構築」の準備に向けた体制を作ることができた。 

これら活動の成果は、本館の研究報告や文化人類学会、災害復興学会、展示学会など学

会誌に加え、宮城県地域文化遺産復興プロジェクト実行委員会、東北アジア研究センター、

など現地研究機関等から発行された各種報告書で公開したほか、(1)に関しては『災害と文

化財 ─ ある文化財科学者の視点から』を平成 27年 2月に刊行した。また、５．社会との

連携に記した「組立て式展示什器（トラベリング・ディスプレイ・システム）」の開発も、

被災地における巡回展示を通じた復興支援を指向したものである。 

 

８．業務運営 

１）館長のトップマネージメント 

第二期中期目標・中期計画を着実に達成できるよう、館長のリーダーシップのもと部長

会議において速やかに重要事項を審議し決定する仕組を構築している。一方、各種委員会

での検討状況や業務運営の進行状況を確認するとともに、教員連絡会で教員の意見を聞き

取る機会を適宜取り入れている。これらによって、トップマネージメントだけでなくボト

ムアップでの意思決定の機会を組み合わせながら、館長のリーダーシップが発揮できる運

営体制を維持している。 

館長のリーダーシップにより戦略的・重点的に取り組む事業に充てる経費として、「館長

リーダーシップ経費」を財源措置し、①本館として行うべき重要な事業および調査、ある

いは本館の活性化につながる事業および調査に充てる「事業・調査経費」、②海外における

調査研究を支援することにより、本館における基盤的研究を充実させるための「外国調査

研究旅費」、ならびに③共同研究の促進およびその成果の公開に充てる「研究成果公開プロ

グラム」の３つの経費枠を設け、館員からの申請に基づき予算対策会議での審査のうえ、

予算配分を行った。平成 26 年度は、「事業・調査経費」として、特別展「イメージの力―

国立民族学博物館コレクションにさぐる」の新規広報展開や研究公演｢じゃんがら念仏踊り

みんぱく公演｣など 15件を採択した。また、「研究成果公開プログラム」としては、研究者

の国際研究集会への派遣事業を７件採択し、国際シンポジウム・フォーラムなどの研究成

果公開に対する支援を 10件採択した。 
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 また、外部評価委員の意見を踏まえた博物館と美術館との相互連携のあり方の検討を進

め、東京の国立新美術館と共同で本館が所蔵する「芸術的な価値」のある収蔵品を関東地

区で公開する展覧会を実施した。それが、「イメージの力―国立民族学博物館コレクション

にさぐる」特別展覧会である。この展覧会は、平成 26 年度に創設 40 周年を迎える記念事

業の一環としても位置づけられていた。 

 

２）財務の改善 

 経理業務のうち旅費業務や給与業務の見直しを行い、派遣契約から業務委託契約に移行

したことで、契約額を削減した。 

目的積立金を財源とした設備整備事業費について、契約額の減や事業計画の見直しによ

る館内負担の減から生じた財源を前倒しで返済し、27年度・28年度の運営における負担を

軽減した。 

 

３）施設の整備・安全対策 

施設の有効利用及び適切な管理のための施策の検討を行うために、施設マネジメント委

員会を毎月開催した。 

防災対策としては、総合防災訓練を実施した。 

安全対策としては、館内(展示場・収蔵庫除く)の地震対策状況調査を行い、防災管理点

検の結果と照合し、転倒防止措置が未実施の什器類について、固定工事を行った。 

館内の環境整備としては、常設展示場のうち、南アジア展示と東南アジアの展示場の展

示施工と併せて老朽化した床材の修繕を実施した。また、環境衛生を確保するため、今年

度も害虫駆除を行った。その他として、第１収蔵庫の空間を有効活用するために、平成27年度

に保管棚及びハンドルラックの再配架を予定しており、それに向けて空調設備と電気設備と床の整

備を行った。 

省エネ・経費節減対策としては、共同研究棟東側の非常階段の照明器具及び館長室横の非常階

段の照明器具を人感センサー付きに取替え、節電に努めた。(常時100％点灯⇒25％点灯（50W⇒15W

））また、レストランの照明器具をLEDに取替、経費の抑制に努めた。（50W×200灯⇒13W×200灯） 

 

４）今後の課題 

財務の改善について、今後以下の対策が必要である。 

・平成 28年度以降の第３期中期目標・中期計画中の運営費交付金が、第２期中期計画中

に比べて大幅に減額されると予測されるため、全経費の見直し等を含め予算を考える必

要がある。その中でも、特に研究費の不足分については、科学研究費助成事業などの競

争的資金を獲得する事で補うために、常勤研究者の科研費参加率を限りなく 100％に近づ

ける必要がある。また、競争的研究資金については、従来の学問領域を越えた新たな分

野へ意欲的に申請する。さらに、教職員が一体となり、機関の研究活動等を広く産業界

等と連携して広報するなどし、寄附金等による自己収入を増加させる必要がある。 

・契約方法の見直しや、省エネルギー対応設備の積極的導入並びに教職員による省エネ
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意識の啓発により、一般管理費の抑制を図る。 

・効率的なサービス提供が見込まれる業務や定型的な業務等について、外部委託を行う

などして事務の合理化を図り、出来る限り経費を抑制する。 

施設の整備・安全対策について、今後以下の対策が必要である。 

・平成 17 年 12 月に建築基準法施行令第１１２条が改正され、防火・防煙シャッターの

危害防止機構の設置が義務づけられているが、未だに旧基準の状態のものが 37 基あり、

これらについては早急に基準を満たす必要がある。 

・本館は、1977 年（昭和 52 年）に竣工後 37 年が経過し、経年劣化による屋上の防水機

能の低下や、屋上光庭トップライトに亀裂やシールの劣化が進行し、集中豪雨、台風な

どのたびに漏水が発生しており、その都度、緊急的な部分補修で対応しているのが現状

である。この状況を抜本的に改善するために防水機能の向上と、高反射塗料の塗布によ

る建物への熱負荷を軽減し、貴重な文化資源の保管に万全を期することが必要である。 

・非常用放送（非常警報）設備は、現在の消防法（平成 6 年改正）によって定められた

技術基準に適合できていないことから、館内外の利用者の安全確保及び消防法の基準を

満たすために早急に改修する必要がある。 

また、防犯システム（レコーダー・モニター）及びハロン消化設備の電気機器類は、設

置から 37年以上が経過し、故障した際の部品の供給が受けられない状況にあることから、

セキュリティ性の強化を含め、早急に改修する必要がある。学術研究の拠点、世界の文

化情報発信の北摂における拠点として、研究環境の保全、文化資源など収蔵資料の保全

を図る上で必須の計画である。 

・講堂観客席の吊り天井を調査した結果、平成 26年 4月に施行された建築基準法施行令

の天井脱落対策の基準に適合していないことが、判明した。設置から 33年が経過し、老

朽化が進んでいることから、観覧者及び教職員等の安全を確保するため落下防止対策を

早急に講じる必要がある。 


